
第10次総合計画に基づき
「子育て」「教育」「健康づく
り」そして「遊び心」の４つ
の視点を軸に、「幸福度日
本一のまち」をめざしてま
いります。

▼行政改革の推進 
　計画に基づき、事務の効
率化、住民サービスの向上
などを目指し、効果的・効率
的な行政運営に努め、行政
改革を推進します。また、

「人材育成基本方針」の見
直しや、社会状況の変化に
応じた適正な人員配置と組
織編制を図ります。

▼情報政策 
　情報システムの標準化・共
通化へ向けての取り組みを
着実に進め、行政のデジタル
化などの自治体DXを積極的
に推進します。

▼財産管理 
　「公平・公正」「経済性」を
念頭に置いた入札・契約手
続きの適正化・効率化に努
めます。町有財産について
は、有効な活用・管理方法を
研究し、普通財産の未利用
地についても売却を検討
し、自主財源の確保に努め
ます。

▼消防防災事業
　地域防災力の充実強化
を図るため、第9分団消防
車の更新を予定しているほ
か、消防用備品の整備、団
員の処遇改善を図ります。
また、大規模災害に備え、自
主防災組織の充実・強化及
び防災リーダーの育成を支
援します。

▼自治会・地区コミュニティ
活動 

　活動に対する理解の醸成
と加入・参加の促進を図る
ため、各種媒体を活用した
情報発信に努めます。また、
住民組織間の情報交換等
の機会創出や体制づくりを
行い、各組織の活動活性化
に向けて取り組みます。

▼交通安全対策
　交通安全運動や参加体
験型講習等を関係団体と連
携して実施し、交通マナー
の向上と交通安全意識の高
揚を図ります。

▼防犯対策 
　ニセ電話詐欺等の被害
防止に向け、警察等と連携
し、的確な情報提供と相談
体制の充実に努めます。

▼広報広聴 
　広報誌・ホームページ・
SNSなど、それぞれの特性
を生かした正確でわかりや
すい情報発信に努め、まち
づくり提案箱などさまざま
なご意見を参考に、まちづ
くりへ取り組みます。

▼第11次総合計画の策定
　令和６年度は町民意識調
査を実施し、各施策の進捗
状況や課題等を把握し、今
後のまちづくりの方向性を
検討します。

▼複合施設の整備 
　計画に掲げたスケジュー
ルに沿い、令和6年度中に
建設工事に着手できるよう
取り組みます。

▼個人住民税の定額減税
　賃金上昇が物価高に追
いついていない国民の負担
を緩和するための措置とし
て行います。わかりやすい周
知に取り組みます。

▼収納推進 
　「預貯金照会デジタル化
サービス」の活用による迅
速かつ適正な滞納整理を推
進するとともに、「生活再建
型の滞納整理」にも注力し、
中長期的な財源の確保に努
めます。

▼住民窓口 
　マイナンバー等の適正管理
を徹底し、住民目線での窓口
サービスの提供を行います。
また、デジタル社会構築の基

盤となるマイナンバーカード
の普及促進に努めます。

▼持続可能な生活環境
　ゼロカーボンの目標達成
に向け、「省エネ住宅の購
入」や「太陽光発電設備等
の設置」に対し助成を実施
します。廃棄物処理につい
ては、町民や関係団体と協
働し、ごみの減量化やリサイ
クルの推 進などに取り組
み、循環型社会の形成を推
進します。

▼こども家庭センター
　全ての妊産婦、子育て世
帯、子どもへの一体的相談
機関として「こども家庭セン
ター」を設置します。支援が
必要な妊産婦・子どもなど
の意見や希望を確認し、必
要なサービスにつないでい
くソーシャルワークの中心
的な役割を担います。

▼「第３期長与町子ども・
子育て支援事業計画」
の策定

　子育て家庭の意見を集約
し、総合的で効果的な計画
の策定に努めます。

▼子育て支援
　児童手当については、高
校生世代までの支給期間
の延長などの抜本的拡充
を実施します。また、「長崎
県学ぶ保育士等応援事業」
を開始し、幼児教育・保育
の質の向上と保育士等の
離職防止を図り、子育て支
援に努めます。さらに、幼保
小連携のための協議会を
設置し、子どもの入学時の
不安や不適応を軽減でき
るよう連携します。

▼母子保健事業
　全ての妊産婦、子育て世
帯、子どもへの一体的相談
機関として「こども家庭セン
ター」を設置します。支援が
必要な妊産婦・子どもなど
の意見や希望を確認し、必
要なサービスにつないでい
くソーシャルワークの中心
的な役割を担います。

▼高齢者福祉
　高齢者が住み慣れた地域でいつ
までも安心して生活できる環境づく
りに努め、外出の機会や健康づくり
を支援します。

▼障害者福祉
　各種計画の実施初年度となるた
め、町民の皆様への障害に対する理
解を深めるとともに、計画の目標達
成に向け関係機関と連携を図り、き
め細やかな障害福祉サービスの提
供に取り組みます。

▼地域福祉
　「だれもがいつまでも安心して暮ら
せるまち」の実現に向け地域と密着
した機関・団体との情報交換・情報共
有を図りながら推進に努めます。

▼健康づくり
　「第３次健康ながよ21」を策定。健
康寿命の延伸・健康格差の縮小と、
すべての世代の心身ともに健やかな
暮らしを目指します。また、県から表
彰されたヘルシータウン賞の実績を
維持すべく、生活習慣病の発症予防
と重症化予防に努めます。
　健康ポイント事業については、県
の健康アプリを活用し、楽しみなが
ら参加できる仕掛けを考えます。ま
た、ウォーキングや測定会など、引
き続き協力事業者とともに多世代
に魅力あるものにしたいと考えて
います。

▼国民健康保険
　健全な国保会計運営を目指しま
す。同時に、医療費の増加による負
担増に繋がらないよう、特定健診の
受診率向上や、後発医薬品の使用
促進等に努めます。

▼介護保険
　「長与町高齢者福祉計画・第９期
介護保険事業計画」に基づき高齢者
が住み慣れた地域で自分らしい暮
らしを続けられるよう、「世代をこえ
た支え合いと一人ひとりの安心と生
きがいづくりの推進」などに取り組
みます。

▼地域支援事業 
　 第 1 層 協 議 体 並びに生 活 支 援
コーディネーターを中心に、住民相
互の支え合い体制の強化を図るほ
か、認知症施策にも注力します。

▼農林水産
　ミカンの生産効率化・省力化を図
るため農地の基盤整備を推進する
ほか、品質向上などの支援を行い、
農家の所得向上につなげます。ま
た、畑作物拡大事業や耕作放棄地

発生防止対策など、各種事業も継続
して実施します。
　林業関係では、山地防災について
治山事業を実施する等、長崎県と連
携して事業を進めます。
　水産業関係では、種苗放流事業
や漁場改善事業など、つくり育てる
漁業を推進します。
　また、農業体験・漁業体験などの
グリーン・ツーリズムを推進し、交流
人口の拡大や農山村地域の活性化
を図ります。

▼商工観光
　小規模事業者の経営支援やデジ
タルツールを活用した情報発信への
取り組み等を展開します。企業立地
についても、関係機関と連携し立地
促進に努めます。
　そのほか、町内外から多くの来場
者で賑わうイベントである「長与川
まつり」や「 長 与シーサイドマル
シェ」を開催し、交流人口の増加と
町の活性化につなげます。

▼町道の維持管理
　安全な道路環境を維持するため、
緊急性を考慮した計画的な舗装の
補修・打ち替えなどを行うとともに、
道路法面の補修を行います。

▼都市計画道路西高田線
　高田踏切から長崎北陽台高校入
口付近の道路拡幅工事、用地購入
及び建物移転補償を進めます。ま
た、本区間における交通の円滑化と
歩行者の安全確保に向け、引き続き
事業を進めます。

▼公園
　長寿命化計画に基づき遊具の長
寿命化対策を行うとともに、中尾城
公園のスパイラルスライダーに替わ
る遊具の設置に向け、設計業務を実
施します。

▼高田南土地区画整理事業
　令和7年3月末工事完成を目指し
て宅地造成工事、道路工事等を進め
ています。
　今後も長崎県と緊密に連携し、一
日も早い工事完成を目指して事業を
進めます。

▼教育環境の充実
　給食調理設備の更新、学校トイレ
の洋式化、教室のLED照明化など、
施設の機能性と快適性も向上しなが
ら、教育環境の充実を図ります。ま
た、GIGAスクール運営支援センター
の有効活用を図り、ICT機器トラブル
の迅速な対応や教職員のICT対応ス
キルの向上を目指します。

▼学校教育
　ICTを最大限に活用し、「個別最

適な学び」と「協働的な学び」の一体
的な充実を図り、学力の向上に努め
ます。また、いじめや不登校の未然防
止や早期発見・早期解決に努め、児
童生徒一人一人の健やかな成長と
自立を目指します。
　そのほか、学校における働き方改
革の推進を行いながら、学校教育の
現状及び諸課題に対応できるよう
義務教育の在り方もあわせて検討
します。

▼生涯学習
　主体的に生涯学習に取り組める
よう、各公民館等における講座や生
涯学習推進体制の充実を図り、各種
団体の育成・支援に努めます。

▼青少年の健全育成
　子どもたちの休日の居場所づくり
として「地域子ども教室」を開催し、

「家庭教育学級」や「メディア安全指
導」等の充実を図り、家庭や学校、地
域が一体となった青少年の健全育
成に取り組みます。

▼文化芸術の振興
　平和の尊さと戦争の惨禍の記憶
を若い世代に伝える「平和コンサー
トinながよ」や「町民文化祭」を引き
続き開催すると共に、様々な文化芸
術に触れあう機会を提供します。

▼スポーツ振興
　適切な施設の維持・管理と利便性
の向上を計画的に進めながら、ス
ポーツ環境の充実と振興を図ります。
また、「遊び心のあるまちづくり」のひ
とつとして、大村湾を利活用した海洋
スポーツの企画推進に努めます。

▼水道事業
　的確な現状把握と中長期的な視
野に立ち、水道事業の指針となる各
計画の改訂を行います。
　施設整備においては、「高田南土
地区画整理事業」の進捗に合わせた
配水管の布設や更新を行い、計画的
な耐震化を図り、各施設の改修を行
います。
　また、長崎市との浄水場共同整備
について、基本設計作成と受注者選
定の準備を進めます。

▼下水道事業
　施設整備においては、「高田南土
地区画整理事業」の進捗に合わせた
各設備の調査・改築・更新を継続し
て進めます。
　長与浄化センターにおいても、水
処理設備・電気設備等の改築を行
い、効率的・効果的な運転と維持管
理に努めます。また、「広域化・共同
化」の取り組みについても積極的に
調査・研究します。

３月定例議会で、吉田町長が令和６年度の施政
方針を説明しましたので、その主な内容について
ご紹介します。

（全文は長与町ホームページに掲載しています。）
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第10次総合計画に基づき
「子育て」「教育」「健康づく
り」そして「遊び心」の４つ
の視点を軸に、「幸福度日
本一のまち」をめざしてま
いります。

▼行政改革の推進 
　計画に基づき、事務の効
率化、住民サービスの向上
などを目指し、効果的・効率
的な行政運営に努め、行政
改革を推進します。また、

「人材育成基本方針」の見
直しや、社会状況の変化に
応じた適正な人員配置と組
織編制を図ります。

▼情報政策 
　情報システムの標準化・共
通化へ向けての取り組みを
着実に進め、行政のデジタル
化などの自治体DXを積極的
に推進します。

▼財産管理 
　「公平・公正」「経済性」を
念頭に置いた入札・契約手
続きの適正化・効率化に努
めます。町有財産について
は、有効な活用・管理方法を
研究し、普通財産の未利用
地についても売却を検討
し、自主財源の確保に努め
ます。

▼消防防災事業
　地域防災力の充実強化
を図るため、第9分団消防
車の更新を予定しているほ
か、消防用備品の整備、団
員の処遇改善を図ります。
また、大規模災害に備え、自
主防災組織の充実・強化及
び防災リーダーの育成を支
援します。

▼自治会・地区コミュニティ
活動 

　活動に対する理解の醸成
と加入・参加の促進を図る
ため、各種媒体を活用した
情報発信に努めます。また、
住民組織間の情報交換等
の機会創出や体制づくりを
行い、各組織の活動活性化
に向けて取り組みます。

▼交通安全対策
　交通安全運動や参加体
験型講習等を関係団体と連
携して実施し、交通マナー
の向上と交通安全意識の高
揚を図ります。

▼防犯対策 
　ニセ電話詐欺等の被害
防止に向け、警察等と連携
し、的確な情報提供と相談
体制の充実に努めます。

▼広報広聴 
　広報誌・ホームページ・
SNSなど、それぞれの特性
を生かした正確でわかりや
すい情報発信に努め、まち
づくり提案箱などさまざま
なご意見を参考に、まちづ
くりへ取り組みます。

▼第11次総合計画の策定
　令和６年度は町民意識調
査を実施し、各施策の進捗
状況や課題等を把握し、今
後のまちづくりの方向性を
検討します。

▼複合施設の整備 
　計画に掲げたスケジュー
ルに沿い、令和6年度中に
建設工事に着手できるよう
取り組みます。

▼個人住民税の定額減税
　賃金上昇が物価高に追
いついていない国民の負担
を緩和するための措置とし
て行います。わかりやすい周
知に取り組みます。

▼収納推進 
　「預貯金照会デジタル化
サービス」の活用による迅
速かつ適正な滞納整理を推
進するとともに、「生活再建
型の滞納整理」にも注力し、
中長期的な財源の確保に努
めます。

▼住民窓口 
　マイナンバー等の適正管理
を徹底し、住民目線での窓口
サービスの提供を行います。
また、デジタル社会構築の基

盤となるマイナンバーカード
の普及促進に努めます。

▼持続可能な生活環境
　ゼロカーボンの目標達成
に向け、「省エネ住宅の購
入」や「太陽光発電設備等
の設置」に対し助成を実施
します。廃棄物処理につい
ては、町民や関係団体と協
働し、ごみの減量化やリサイ
クルの推 進などに取り組
み、循環型社会の形成を推
進します。

▼こども家庭センター
　全ての妊産婦、子育て世
帯、子どもへの一体的相談
機関として「こども家庭セン
ター」を設置します。支援が
必要な妊産婦・子どもなど
の意見や希望を確認し、必
要なサービスにつないでい
くソーシャルワークの中心
的な役割を担います。

▼「第３期長与町子ども・
子育て支援事業計画」
の策定

　子育て家庭の意見を集約
し、総合的で効果的な計画
の策定に努めます。

▼子育て支援
　児童手当については、高
校生世代までの支給期間
の延長などの抜本的拡充
を実施します。また、「長崎
県学ぶ保育士等応援事業」
を開始し、幼児教育・保育
の質の向上と保育士等の
離職防止を図り、子育て支
援に努めます。さらに、幼保
小連携のための協議会を
設置し、子どもの入学時の
不安や不適応を軽減でき
るよう連携します。

▼母子保健事業
　全ての妊産婦、子育て世
帯、子どもへの一体的相談
機関として「こども家庭セン
ター」を設置します。支援が
必要な妊産婦・子どもなど
の意見や希望を確認し、必
要なサービスにつないでい
くソーシャルワークの中心
的な役割を担います。

▼高齢者福祉
　高齢者が住み慣れた地域でいつ
までも安心して生活できる環境づく
りに努め、外出の機会や健康づくり
を支援します。

▼障害者福祉
　各種計画の実施初年度となるた
め、町民の皆様への障害に対する理
解を深めるとともに、計画の目標達
成に向け関係機関と連携を図り、き
め細やかな障害福祉サービスの提
供に取り組みます。

▼地域福祉
　「だれもがいつまでも安心して暮ら
せるまち」の実現に向け地域と密着
した機関・団体との情報交換・情報共
有を図りながら推進に努めます。

▼健康づくり
　「第３次健康ながよ21」を策定。健
康寿命の延伸・健康格差の縮小と、
すべての世代の心身ともに健やかな
暮らしを目指します。また、県から表
彰されたヘルシータウン賞の実績を
維持すべく、生活習慣病の発症予防
と重症化予防に努めます。
　健康ポイント事業については、県
の健康アプリを活用し、楽しみなが
ら参加できる仕掛けを考えます。ま
た、ウォーキングや測定会など、引
き続き協力事業者とともに多世代
に魅力あるものにしたいと考えて
います。

▼国民健康保険
　健全な国保会計運営を目指しま
す。同時に、医療費の増加による負
担増に繋がらないよう、特定健診の
受診率向上や、後発医薬品の使用
促進等に努めます。

▼介護保険
　「長与町高齢者福祉計画・第９期
介護保険事業計画」に基づき高齢者
が住み慣れた地域で自分らしい暮
らしを続けられるよう、「世代をこえ
た支え合いと一人ひとりの安心と生
きがいづくりの推進」などに取り組
みます。

▼地域支援事業 
　 第 1 層 協 議 体 並びに生 活 支 援
コーディネーターを中心に、住民相
互の支え合い体制の強化を図るほ
か、認知症施策にも注力します。

▼農林水産
　ミカンの生産効率化・省力化を図
るため農地の基盤整備を推進する
ほか、品質向上などの支援を行い、
農家の所得向上につなげます。ま
た、畑作物拡大事業や耕作放棄地

発生防止対策など、各種事業も継続
して実施します。
　林業関係では、山地防災について
治山事業を実施する等、長崎県と連
携して事業を進めます。
　水産業関係では、種苗放流事業
や漁場改善事業など、つくり育てる
漁業を推進します。
　また、農業体験・漁業体験などの
グリーン・ツーリズムを推進し、交流
人口の拡大や農山村地域の活性化
を図ります。

▼商工観光
　小規模事業者の経営支援やデジ
タルツールを活用した情報発信への
取り組み等を展開します。企業立地
についても、関係機関と連携し立地
促進に努めます。
　そのほか、町内外から多くの来場
者で賑わうイベントである「長与川
まつり」や「 長 与シーサイドマル
シェ」を開催し、交流人口の増加と
町の活性化につなげます。

▼町道の維持管理
　安全な道路環境を維持するため、
緊急性を考慮した計画的な舗装の
補修・打ち替えなどを行うとともに、
道路法面の補修を行います。

▼都市計画道路西高田線
　高田踏切から長崎北陽台高校入
口付近の道路拡幅工事、用地購入
及び建物移転補償を進めます。ま
た、本区間における交通の円滑化と
歩行者の安全確保に向け、引き続き
事業を進めます。

▼公園
　長寿命化計画に基づき遊具の長
寿命化対策を行うとともに、中尾城
公園のスパイラルスライダーに替わ
る遊具の設置に向け、設計業務を実
施します。

▼高田南土地区画整理事業
　令和7年3月末工事完成を目指し
て宅地造成工事、道路工事等を進め
ています。
　今後も長崎県と緊密に連携し、一
日も早い工事完成を目指して事業を
進めます。

▼教育環境の充実
　給食調理設備の更新、学校トイレ
の洋式化、教室のLED照明化など、
施設の機能性と快適性も向上しなが
ら、教育環境の充実を図ります。ま
た、GIGAスクール運営支援センター
の有効活用を図り、ICT機器トラブル
の迅速な対応や教職員のICT対応ス
キルの向上を目指します。

▼学校教育
　ICTを最大限に活用し、「個別最

適な学び」と「協働的な学び」の一体
的な充実を図り、学力の向上に努め
ます。また、いじめや不登校の未然防
止や早期発見・早期解決に努め、児
童生徒一人一人の健やかな成長と
自立を目指します。
　そのほか、学校における働き方改
革の推進を行いながら、学校教育の
現状及び諸課題に対応できるよう
義務教育の在り方もあわせて検討
します。

▼生涯学習
　主体的に生涯学習に取り組める
よう、各公民館等における講座や生
涯学習推進体制の充実を図り、各種
団体の育成・支援に努めます。

▼青少年の健全育成
　子どもたちの休日の居場所づくり
として「地域子ども教室」を開催し、

「家庭教育学級」や「メディア安全指
導」等の充実を図り、家庭や学校、地
域が一体となった青少年の健全育
成に取り組みます。

▼文化芸術の振興
　平和の尊さと戦争の惨禍の記憶
を若い世代に伝える「平和コンサー
トinながよ」や「町民文化祭」を引き
続き開催すると共に、様々な文化芸
術に触れあう機会を提供します。

▼スポーツ振興
　適切な施設の維持・管理と利便性
の向上を計画的に進めながら、ス
ポーツ環境の充実と振興を図ります。
また、「遊び心のあるまちづくり」のひ
とつとして、大村湾を利活用した海洋
スポーツの企画推進に努めます。

▼水道事業
　的確な現状把握と中長期的な視
野に立ち、水道事業の指針となる各
計画の改訂を行います。
　施設整備においては、「高田南土
地区画整理事業」の進捗に合わせた
配水管の布設や更新を行い、計画的
な耐震化を図り、各施設の改修を行
います。
　また、長崎市との浄水場共同整備
について、基本設計作成と受注者選
定の準備を進めます。

▼下水道事業
　施設整備においては、「高田南土
地区画整理事業」の進捗に合わせた
各設備の調査・改築・更新を継続し
て進めます。
　長与浄化センターにおいても、水
処理設備・電気設備等の改築を行
い、効率的・効果的な運転と維持管
理に努めます。また、「広域化・共同
化」の取り組みについても積極的に
調査・研究します。

３月定例議会で、吉田町長が令和６年度の施政
方針を説明しましたので、その主な内容について
ご紹介します。

（全文は長与町ホームページに掲載しています。）
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第10次総合計画に基づき
「子育て」「教育」「健康づく
り」そして「遊び心」の４つ
の視点を軸に、「幸福度日
本一のまち」をめざしてま
いります。

▼行政改革の推進 
　計画に基づき、事務の効
率化、住民サービスの向上
などを目指し、効果的・効率
的な行政運営に努め、行政
改革を推進します。また、

「人材育成基本方針」の見
直しや、社会状況の変化に
応じた適正な人員配置と組
織編制を図ります。

▼情報政策 
　情報システムの標準化・共
通化へ向けての取り組みを
着実に進め、行政のデジタル
化などの自治体DXを積極的
に推進します。

▼財産管理 
　「公平・公正」「経済性」を
念頭に置いた入札・契約手
続きの適正化・効率化に努
めます。町有財産について
は、有効な活用・管理方法を
研究し、普通財産の未利用
地についても売却を検討
し、自主財源の確保に努め
ます。

▼消防防災事業
　地域防災力の充実強化
を図るため、第9分団消防
車の更新を予定しているほ
か、消防用備品の整備、団
員の処遇改善を図ります。
また、大規模災害に備え、自
主防災組織の充実・強化及
び防災リーダーの育成を支
援します。

▼自治会・地区コミュニティ
活動 

　活動に対する理解の醸成
と加入・参加の促進を図る
ため、各種媒体を活用した
情報発信に努めます。また、
住民組織間の情報交換等
の機会創出や体制づくりを
行い、各組織の活動活性化
に向けて取り組みます。

▼交通安全対策
　交通安全運動や参加体
験型講習等を関係団体と連
携して実施し、交通マナー
の向上と交通安全意識の高
揚を図ります。

▼防犯対策 
　ニセ電話詐欺等の被害
防止に向け、警察等と連携
し、的確な情報提供と相談
体制の充実に努めます。

▼広報広聴 
　広報誌・ホームページ・
SNSなど、それぞれの特性
を生かした正確でわかりや
すい情報発信に努め、まち
づくり提案箱などさまざま
なご意見を参考に、まちづ
くりへ取り組みます。

▼第11次総合計画の策定
　令和６年度は町民意識調
査を実施し、各施策の進捗
状況や課題等を把握し、今
後のまちづくりの方向性を
検討します。

▼複合施設の整備 
　計画に掲げたスケジュー
ルに沿い、令和6年度中に
建設工事に着手できるよう
取り組みます。

▼個人住民税の定額減税
　賃金上昇が物価高に追
いついていない国民の負担
を緩和するための措置とし
て行います。わかりやすい周
知に取り組みます。

▼収納推進 
　「預貯金照会デジタル化
サービス」の活用による迅
速かつ適正な滞納整理を推
進するとともに、「生活再建
型の滞納整理」にも注力し、
中長期的な財源の確保に努
めます。

▼住民窓口 
　マイナンバー等の適正管理
を徹底し、住民目線での窓口
サービスの提供を行います。
また、デジタル社会構築の基

盤となるマイナンバーカード
の普及促進に努めます。

▼持続可能な生活環境
　ゼロカーボンの目標達成
に向け、「省エネ住宅の購
入」や「太陽光発電設備等
の設置」に対し助成を実施
します。廃棄物処理につい
ては、町民や関係団体と協
働し、ごみの減量化やリサイ
クルの推 進などに取り組
み、循環型社会の形成を推
進します。

▼こども家庭センター
　全ての妊産婦、子育て世
帯、子どもへの一体的相談
機関として「こども家庭セン
ター」を設置します。支援が
必要な妊産婦・子どもなど
の意見や希望を確認し、必
要なサービスにつないでい
くソーシャルワークの中心
的な役割を担います。

▼「第３期長与町子ども・
子育て支援事業計画」
の策定

　子育て家庭の意見を集約
し、総合的で効果的な計画
の策定に努めます。

▼子育て支援
　児童手当については、高
校生世代までの支給期間
の延長などの抜本的拡充
を実施します。また、「長崎
県学ぶ保育士等応援事業」
を開始し、幼児教育・保育
の質の向上と保育士等の
離職防止を図り、子育て支
援に努めます。さらに、幼保
小連携のための協議会を
設置し、子どもの入学時の
不安や不適応を軽減でき
るよう連携します。

▼母子保健事業
　全ての妊産婦、子育て世
帯、子どもへの一体的相談
機関として「こども家庭セン
ター」を設置します。支援が
必要な妊産婦・子どもなど
の意見や希望を確認し、必
要なサービスにつないでい
くソーシャルワークの中心
的な役割を担います。

▼高齢者福祉
　高齢者が住み慣れた地域でいつ
までも安心して生活できる環境づく
りに努め、外出の機会や健康づくり
を支援します。

▼障害者福祉
　各種計画の実施初年度となるた
め、町民の皆様への障害に対する理
解を深めるとともに、計画の目標達
成に向け関係機関と連携を図り、き
め細やかな障害福祉サービスの提
供に取り組みます。

▼地域福祉
　「だれもがいつまでも安心して暮ら
せるまち」の実現に向け地域と密着
した機関・団体との情報交換・情報共
有を図りながら推進に努めます。

▼健康づくり
　「第３次健康ながよ21」を策定。健
康寿命の延伸・健康格差の縮小と、
すべての世代の心身ともに健やかな
暮らしを目指します。また、県から表
彰されたヘルシータウン賞の実績を
維持すべく、生活習慣病の発症予防
と重症化予防に努めます。
　健康ポイント事業については、県
の健康アプリを活用し、楽しみなが
ら参加できる仕掛けを考えます。ま
た、ウォーキングや測定会など、引
き続き協力事業者とともに多世代
に魅力あるものにしたいと考えて
います。

▼国民健康保険
　健全な国保会計運営を目指しま
す。同時に、医療費の増加による負
担増に繋がらないよう、特定健診の
受診率向上や、後発医薬品の使用
促進等に努めます。

▼介護保険
　「長与町高齢者福祉計画・第９期
介護保険事業計画」に基づき高齢者
が住み慣れた地域で自分らしい暮
らしを続けられるよう、「世代をこえ
た支え合いと一人ひとりの安心と生
きがいづくりの推進」などに取り組
みます。

▼地域支援事業 
　 第 1 層 協 議 体 並びに生 活 支 援
コーディネーターを中心に、住民相
互の支え合い体制の強化を図るほ
か、認知症施策にも注力します。

▼農林水産
　ミカンの生産効率化・省力化を図
るため農地の基盤整備を推進する
ほか、品質向上などの支援を行い、
農家の所得向上につなげます。ま
た、畑作物拡大事業や耕作放棄地

発生防止対策など、各種事業も継続
して実施します。
　林業関係では、山地防災について
治山事業を実施する等、長崎県と連
携して事業を進めます。
　水産業関係では、種苗放流事業
や漁場改善事業など、つくり育てる
漁業を推進します。
　また、農業体験・漁業体験などの
グリーン・ツーリズムを推進し、交流
人口の拡大や農山村地域の活性化
を図ります。

▼商工観光
　小規模事業者の経営支援やデジ
タルツールを活用した情報発信への
取り組み等を展開します。企業立地
についても、関係機関と連携し立地
促進に努めます。
　そのほか、町内外から多くの来場
者で賑わうイベントである「長与川
まつり」や「 長 与シーサイドマル
シェ」を開催し、交流人口の増加と
町の活性化につなげます。

▼町道の維持管理
　安全な道路環境を維持するため、
緊急性を考慮した計画的な舗装の
補修・打ち替えなどを行うとともに、
道路法面の補修を行います。

▼都市計画道路西高田線
　高田踏切から長崎北陽台高校入
口付近の道路拡幅工事、用地購入
及び建物移転補償を進めます。ま
た、本区間における交通の円滑化と
歩行者の安全確保に向け、引き続き
事業を進めます。

▼公園
　長寿命化計画に基づき遊具の長
寿命化対策を行うとともに、中尾城
公園のスパイラルスライダーに替わ
る遊具の設置に向け、設計業務を実
施します。

▼高田南土地区画整理事業
　令和7年3月末工事完成を目指し
て宅地造成工事、道路工事等を進め
ています。
　今後も長崎県と緊密に連携し、一
日も早い工事完成を目指して事業を
進めます。

▼教育環境の充実
　給食調理設備の更新、学校トイレ
の洋式化、教室のLED照明化など、
施設の機能性と快適性も向上しなが
ら、教育環境の充実を図ります。ま
た、GIGAスクール運営支援センター
の有効活用を図り、ICT機器トラブル
の迅速な対応や教職員のICT対応ス
キルの向上を目指します。

▼学校教育
　ICTを最大限に活用し、「個別最

適な学び」と「協働的な学び」の一体
的な充実を図り、学力の向上に努め
ます。また、いじめや不登校の未然防
止や早期発見・早期解決に努め、児
童生徒一人一人の健やかな成長と
自立を目指します。
　そのほか、学校における働き方改
革の推進を行いながら、学校教育の
現状及び諸課題に対応できるよう
義務教育の在り方もあわせて検討
します。

▼生涯学習
　主体的に生涯学習に取り組める
よう、各公民館等における講座や生
涯学習推進体制の充実を図り、各種
団体の育成・支援に努めます。

▼青少年の健全育成
　子どもたちの休日の居場所づくり
として「地域子ども教室」を開催し、

「家庭教育学級」や「メディア安全指
導」等の充実を図り、家庭や学校、地
域が一体となった青少年の健全育
成に取り組みます。

▼文化芸術の振興
　平和の尊さと戦争の惨禍の記憶
を若い世代に伝える「平和コンサー
トinながよ」や「町民文化祭」を引き
続き開催すると共に、様々な文化芸
術に触れあう機会を提供します。

▼スポーツ振興
　適切な施設の維持・管理と利便性
の向上を計画的に進めながら、ス
ポーツ環境の充実と振興を図ります。
また、「遊び心のあるまちづくり」のひ
とつとして、大村湾を利活用した海洋
スポーツの企画推進に努めます。

▼水道事業
　的確な現状把握と中長期的な視
野に立ち、水道事業の指針となる各
計画の改訂を行います。
　施設整備においては、「高田南土
地区画整理事業」の進捗に合わせた
配水管の布設や更新を行い、計画的
な耐震化を図り、各施設の改修を行
います。
　また、長崎市との浄水場共同整備
について、基本設計作成と受注者選
定の準備を進めます。

▼下水道事業
　施設整備においては、「高田南土
地区画整理事業」の進捗に合わせた
各設備の調査・改築・更新を継続し
て進めます。
　長与浄化センターにおいても、水
処理設備・電気設備等の改築を行
い、効率的・効果的な運転と維持管
理に努めます。また、「広域化・共同
化」の取り組みについても積極的に
調査・研究します。

３月定例議会で、吉田町長が令和６年度の施政
方針を説明しましたので、その主な内容について
ご紹介します。

（全文は長与町ホームページに掲載しています。）
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第10次総合計画に基づき
「子育て」「教育」「健康づく
り」そして「遊び心」の４つ
の視点を軸に、「幸福度日
本一のまち」をめざしてま
いります。

▼行政改革の推進 
　計画に基づき、事務の効
率化、住民サービスの向上
などを目指し、効果的・効率
的な行政運営に努め、行政
改革を推進します。また、

「人材育成基本方針」の見
直しや、社会状況の変化に
応じた適正な人員配置と組
織編制を図ります。

▼情報政策 
　情報システムの標準化・共
通化へ向けての取り組みを
着実に進め、行政のデジタル
化などの自治体DXを積極的
に推進します。

▼財産管理 
　「公平・公正」「経済性」を
念頭に置いた入札・契約手
続きの適正化・効率化に努
めます。町有財産について
は、有効な活用・管理方法を
研究し、普通財産の未利用
地についても売却を検討
し、自主財源の確保に努め
ます。

▼消防防災事業
　地域防災力の充実強化
を図るため、第9分団消防
車の更新を予定しているほ
か、消防用備品の整備、団
員の処遇改善を図ります。
また、大規模災害に備え、自
主防災組織の充実・強化及
び防災リーダーの育成を支
援します。

▼自治会・地区コミュニティ
活動 

　活動に対する理解の醸成
と加入・参加の促進を図る
ため、各種媒体を活用した
情報発信に努めます。また、
住民組織間の情報交換等
の機会創出や体制づくりを
行い、各組織の活動活性化
に向けて取り組みます。

▼交通安全対策
　交通安全運動や参加体
験型講習等を関係団体と連
携して実施し、交通マナー
の向上と交通安全意識の高
揚を図ります。

▼防犯対策 
　ニセ電話詐欺等の被害
防止に向け、警察等と連携
し、的確な情報提供と相談
体制の充実に努めます。

▼広報広聴 
　広報誌・ホームページ・
SNSなど、それぞれの特性
を生かした正確でわかりや
すい情報発信に努め、まち
づくり提案箱などさまざま
なご意見を参考に、まちづ
くりへ取り組みます。

▼第11次総合計画の策定
　令和６年度は町民意識調
査を実施し、各施策の進捗
状況や課題等を把握し、今
後のまちづくりの方向性を
検討します。

▼複合施設の整備 
　計画に掲げたスケジュー
ルに沿い、令和6年度中に
建設工事に着手できるよう
取り組みます。

▼個人住民税の定額減税
　賃金上昇が物価高に追
いついていない国民の負担
を緩和するための措置とし
て行います。わかりやすい周
知に取り組みます。

▼収納推進 
　「預貯金照会デジタル化
サービス」の活用による迅
速かつ適正な滞納整理を推
進するとともに、「生活再建
型の滞納整理」にも注力し、
中長期的な財源の確保に努
めます。

▼住民窓口 
　マイナンバー等の適正管理
を徹底し、住民目線での窓口
サービスの提供を行います。
また、デジタル社会構築の基

盤となるマイナンバーカード
の普及促進に努めます。

▼持続可能な生活環境
　ゼロカーボンの目標達成
に向け、「省エネ住宅の購
入」や「太陽光発電設備等
の設置」に対し助成を実施
します。廃棄物処理につい
ては、町民や関係団体と協
働し、ごみの減量化やリサイ
クルの推 進などに取り組
み、循環型社会の形成を推
進します。

▼こども家庭センター
　全ての妊産婦、子育て世
帯、子どもへの一体的相談
機関として「こども家庭セン
ター」を設置します。支援が
必要な妊産婦・子どもなど
の意見や希望を確認し、必
要なサービスにつないでい
くソーシャルワークの中心
的な役割を担います。

▼「第３期長与町子ども・
子育て支援事業計画」
の策定

　子育て家庭の意見を集約
し、総合的で効果的な計画
の策定に努めます。

▼子育て支援
　児童手当については、高
校生世代までの支給期間
の延長などの抜本的拡充
を実施します。また、「長崎
県学ぶ保育士等応援事業」
を開始し、幼児教育・保育
の質の向上と保育士等の
離職防止を図り、子育て支
援に努めます。さらに、幼保
小連携のための協議会を
設置し、子どもの入学時の
不安や不適応を軽減でき
るよう連携します。

▼母子保健事業
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必要な妊産婦・子どもなど
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要なサービスにつないでい
くソーシャルワークの中心
的な役割を担います。

▼高齢者福祉
　高齢者が住み慣れた地域でいつ
までも安心して生活できる環境づく
りに努め、外出の機会や健康づくり
を支援します。
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成に向け関係機関と連携を図り、き
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供に取り組みます。
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せるまち」の実現に向け地域と密着
した機関・団体との情報交換・情報共
有を図りながら推進に努めます。

▼健康づくり
　「第３次健康ながよ21」を策定。健
康寿命の延伸・健康格差の縮小と、
すべての世代の心身ともに健やかな
暮らしを目指します。また、県から表
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維持すべく、生活習慣病の発症予防
と重症化予防に努めます。
　健康ポイント事業については、県
の健康アプリを活用し、楽しみなが
ら参加できる仕掛けを考えます。ま
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に魅力あるものにしたいと考えて
います。

▼国民健康保険
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す。同時に、医療費の増加による負
担増に繋がらないよう、特定健診の
受診率向上や、後発医薬品の使用
促進等に努めます。

▼介護保険
　「長与町高齢者福祉計画・第９期
介護保険事業計画」に基づき高齢者
が住み慣れた地域で自分らしい暮
らしを続けられるよう、「世代をこえ
た支え合いと一人ひとりの安心と生
きがいづくりの推進」などに取り組
みます。

▼地域支援事業 
　 第 1 層 協 議 体 並びに生 活 支 援
コーディネーターを中心に、住民相
互の支え合い体制の強化を図るほ
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▼農林水産
　ミカンの生産効率化・省力化を図
るため農地の基盤整備を推進する
ほか、品質向上などの支援を行い、
農家の所得向上につなげます。ま
た、畑作物拡大事業や耕作放棄地

発生防止対策など、各種事業も継続
して実施します。
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携して事業を進めます。
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